
令和２年１１月採用 東京都教育委員会会計年度任用職員 

ユースソーシャルワーカー 

募  集  案  内 

令和２年８月３１日 

                       東 京 都 教 育 庁 

１ 採用予定職、採用人員等 

採用予定職 
採用 

予定数 
勤務日数 主な職務内容 勤務先 

ユースソーシャル

ワーカー 
３名 

月１６日 

（１日 

７時間 

４５分）

※ 

都立学校における不登校・中

途退学対策に関する次の業務 

（１）就労支援に従事する 

ユースソーシャルワー 

カー 

ア 都立学校における不 

登校対応及び中途退学 

未然防止に関する支援 

イ 都立学校の中途退学 

者及び進路未決定卒業 

者への進路（就労・再 

就学）面からの支援 

ウ 支援に際しての都立 

学校、就労関係機関等 

との連携・調整 

エ その他、生涯学習課 

長が指示する業務 

（２）福祉支援に従事する 

ユースソーシャルワー 

カー 

 ア 都立学校における不 

登校対応及び中途退学 

未然防止に関する支援 

イ 都立学校の中途退学 

者及び進路未決定卒業 

者への福祉面からの支 

援 

（１）東京都教育

庁地域教育

支援部生涯

学習課 

（東京都庁

第二本庁舎

１６階中央） 

（２）都教育委員

会が指定す

る都立学校 



ウ 支援に際しての都立 

学校、福祉・医療関係 

機関等との連携・調整 

エ その他、生涯学習課 

長が指示する業務 

 

※ 支援の対象となる都立学校の種別に応じて、勤務時間が夜間になる等の変則勤務があり得

る。 

 

２ 採用予定日 

  令和２年１１月１日 

  新型コロナウイルス感染症拡大等により状況に変化が生じた場合は、選考日程及び採用予定 

日を変更する可能性がある。 

 

３ 応募資格（令和２年１１月１日現在） 

（１）就労系ユースソーシャルワーカー 

本事業の目的及びユースソーシャルワーカーに求められる役割を理解し、その職 

務を遂行する熱意のある者であって、次のいずれかに該当する者又はこれらと同等 

の能力を有すると認められる者 

ア キャリアコンサルティング技能士又はこれに類する資格を有する者 

イ 教員免許を有する者 

ウ 社会教育士又は社会教育主事の任用資格を有する者 

エ その他、就労等の分野において子供・若者支援に関する資格を有する者 

（２）福祉系ユースソーシャルワーカー 

本事業の目的及びユースソーシャルワーカーに求められる役割を理解し、その職 

務を遂行する熱意のある者であって、次のいずれかに該当する者又はこれらと同等 

の能力を有すると認められる者 

ア 社会福祉士の資格を有する者 

イ 精神保健福祉士の資格を有する者 

ウ 公認心理師の資格を有する者 

エ 臨床心理士の資格を有する者 

オ 臨床発達心理士の資格を有する者 

カ その他、福祉・医療等の分野において子供・若者支援に関する資格を有する者 

 

４ 勤務条件 

（１）任用根拠 

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に基づき任用される会計年度任用職員 

※ 地方公務員法が適用される。 



（２）任用期間 

令和２年１１月１日から令和３年３月３１日まで 

※採用後、１か月は条件付採用となる。 

（３）公募によらない再度任用 

公募によらない再度任用に、４回まで申し込むことが可能 

なお、令和３年４月１日以降の任用を保障するものではない。 

（４）勤務日数及び勤務時間 

月１６日勤務、１日の勤務は勤務開始から７時間４５分とする。 

業務の必要上やむを得ない場合、所定勤務時間を超える勤務がある。 

勤務形態は次のＡ勤、Ｂ勤、遅番のいずれかを基本とするが、学校での勤務時間の都合等 

  により、その他の勤務形態となる場合がある。 

勤務形態 勤務時間 

Ａ 勤 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

Ｂ 勤 午前９時００分から午後５時４５分まで 

遅 番 午後１時００分から午後９時４５分まで 

ＳⅡ勤 午前８時００分から午後４時４５分まで 

Ｄ 勤 午前１０時００分から午後６時４５分まで 

その他 学校の勤務時間の都合等による 

（５）報酬等 

月額１９４，４００円（原則として毎月１５日に支給） 

別途、通勤費相当分支給、社会保険加入 

（６）休暇等 

年次有給休暇、慶弔休暇等 

 

５ 選考方法 

（１）第１次選考  書類審査 

（２）第２次選考  面接 

 

６ 申込手続 

（１）申込方法 

提出書類を、東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課企画調整担当へ簡易書留により郵送 

すること。 

電子メールによる申込みは不可とする。 

なお、ユースソーシャルワーカーとユースソーシャルワーカー（育児休業代替職員）を併 

願する場合は、別添「併願に関する留意点」を確認すること。 

【申込期限】 令和２年９月２３日（水曜日）午後５時必着 

（２）提出書類 

  ア 会計年度任用職員申込書 



（ア）申込をする職名欄に〇印を付けること。 

なお、併願する場合は併願する職名にも〇印を付けること。 

（イ）必要事項を記入し、３か月以内に撮影した写真を貼付すること。 

   イ 課題論文 

（ア）800字以内とする 

（イ）所定の様式をダウンロードして記入すること。 

（ウ）テーマ（次のうちから１つ課題を選択すること） 

 

   １ 就労系 

「新型コロナウイルス感染症による経済の悪化が危惧されており、今後、高校生の進

路・就職にも大きな影響を及ぼすことが予想される。このような社会状況の中で、高校

生たちが社会的・職業的自立を遂げていくために、予想される課題を３点挙げ、ユース

ソーシャルワーカーとしてどのように対応していくか、あなたの考えを述べよ。」（800字） 

 

２ 福祉系 

  「新型コロナウイルス感染症は、人々の日常生活に大きな変化をもたらした。この変

化が高校生にどのような負の影響を及ぼすか、予想される課題を３点挙げ、ユースソー

シャルワーカーとしてどのように対応していくか、あなたの考えを述べよ。」（800字） 

 

  

ウ 返信用封筒１通（長形３号） 

定形封筒に住所と氏名を書き、８４円切手を貼付すること。 

※応募書類は採用に関する事務のみに使用し、他の目的には使用しません。 

また、応募書類は返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

（３）受付期間 

   令和２年８月３１日（月曜日）から令和２年９月２３日（水曜日）午後５時まで（必着） 

 

７ 選考日程 

（１）第１次選考（書類審査） 

申込書及び課題論文による審査 

（２）第２次選考（面接） 

令和２年１０月１０日（土曜日）の指定する時間 

（３）選考結果 

ア 第１次選考結果通知 

令和２年９月３０日（水曜日）、第１次選考結果を申込者全員に文書で郵送予定。 

第１次選考合格者には、第二次選考（面接）の日時及び場所について通知を同封する。 

イ 第２次選考結果通知 

  令和２年１０月中旬、第２次選考対象者全員に文書で通知予定。 

また、第２次選考合格者には、後日指定する日までに採用に関する必要書類の提出を依 



頼する。 

  

８ 欠員補充職員候補者名簿について 

  第２次選考において一定の基準を満たした者については、令和２年度欠員補充職員候補者名 

簿の登載対象者となる。この名簿は、当該採用選考実施後、採用予定者となった者が採用予定 

日までに辞退した場合、又は、採用予定日までに既存のユースソーシャルワーカーの退職等に 

より欠員補充の必要が生じた場合に、名簿登載者から採用するものである。詳細は、第２次選 

考結果通知時に該当者に連絡する。 

  なお、欠員補充職員候補者名簿に登載されても採用が保証されるものではない。 

 

９ 問合せ及び申込書類送付先 

  東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課企画調整担当 

  〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第二本庁舎１６階中央 

  電話番号 03-5320-6874（直通） 

  e-mail:S9000027@section.metro.tokyo.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



併願に関する留意点 

                              令和２年８月３１日 

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

 

 東京都教育委員会会計年度任用職員（ユースソーシャルワーカー）及び（ユースソーシャルワ

ーカー（育児休業代替職員））は、併願が可能です。 

提出書類については、以下の表を御参照ください。 

 

＜提出物について＞ 

提出物 

 

応募 

する職 

課題論文 
返信用封筒 

（長形３号） 

会計年度任用職員 

申込書 

ユースソーシャル 

ワーカーのみ 
 

ユースソーシャルワーカー
とユースソーシャル 

ワーカー（育児休業代替職
員）の論文課題は共通です。 
 
併願の場合、課題論文を 2本
提出する必要はありません。 

１通 
 

住所 
と 
氏名 

を書き、 
８４円切手を貼付
してください。 

１枚 
（共通様式） 
希望する職名 
に○印を付けて 
ください。 

 
併願の場合は、 

併願する 
職にも○印を 

付けて 
ください。 

ユースソーシャル 

ワーカー（育児休

業代替職員）のみ 
 

ユースソーシャル 

ワーカーと 

ユースソーシャル 

ワーカー（育児休

業代替職員） 

を併願 
 

 

＜留意点＞ 

いずれの場合も、課題論文、「返信用封筒」１通及び「会計年度任用職員申込書」１枚を提出

してください。 

また、返信用封用は定形封筒（長形３号）とし、住所と氏名を書き、８４円切手を貼付してく

ださい。 

 


